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「東大和市子ども・子育て憲章」陳情裁判 

－第２回公判報告－ 

【被告側弁護士登場】 

４月２６日、東京地裁立川支部 401 号法廷で 14 時 30 分から開かれた第 2 回公判には、初めて被告代

理人（弁護士 橋本勇 氏：東京平河法律事務所）が出席しました（第 1 回公判は、被告の出席の義務な

し）。橋本氏は 70 代後半というところか。 

年度が替わったため、裁判官・書記官も変わりました。新裁判官は小池将和氏 

法廷で裁判官に名前を聞いたのですが、「ホームページに書いてあります」とか何とかもごもご

言って、あまり言いたくなさそう。公判の最後に「お名前は？」と聞いたら、「小池です」とやっ

と答えた。 

ホームページを見たら確かに書いてあった。でもこの氏名は事前に書記官から聞き、知ってい

た。別に意地悪をしたわけではない。傍聴人もいるし、初めてなのだから名を名のるのが礼儀だ

ろう。 

 

② 

本の紹介コーナー  

 表紙に掲載したのは、1977 年発行の『はせがわくんきらいや』（長谷川修平作 すばる書房）という絵本の

一部である。すでに廃刊になっているようだが、「廃刊ドットコム」という出版社から 2013 年に発行されてい

た。 

この絵からなにかを感じ取った人は、いちど手にして開いてみてほしい。 

初めてこの本を読んだのは、今から 43 年も前のこと。障害児学校の教員にったかならないかのころだった

ろう。暗くて重いテーマなのに、手の届きそうな身近なタッチの絵にいっぺんに捕らわれた。 

この作品を描いていたころ、作者は武蔵野美術大学（中退）の学生で、国分寺の 4 畳半のアパートにいたよ

うだ（ということを、先日、作者自身の HP「集平のブラックボックス 

」で知った）。関西方面在住かと思っていたが、意外と近くに住んでい 

たのだ。 

企業による犯罪的な行為は今もまだ、いや、現代の方がもっと大規模 

で、かつ巧妙になって多くの人たちを苦しめている。そして「犯罪者」 

は処罰されないことも多い。 

 Amazon のサイトには次のような紹介文があった。 

「長谷川くん泣かんときいな。わろうてみいな。もっと太りいな。長谷 

川くんだいじょうぶか。長谷川くん…。乳児の頃ヒ素ミルクを飲んだ著 

者が、幼少のときのことを思い出しながら描いた絵本。昭和 51 年すば 

る書房初版の復刊。」 

 Amazon や復刊ドットコムのサイトから購入可能。東大和市の図書館 

にもある。 



原告から提出済みの書類は①訴状②準備書面③証拠（甲 1 号証～12 号証） 

被告からの当方に渡された書類は①弁論書②証拠（当日の公判の場で渡されたもの） 

原告は 4 月 12 日までに約束通り準備書面を出したにもかかわらず、被告代理人は当日、それ

も証拠だけしか出さないとは何事か。公判まで２週間もあっただろうに。 

次回公判（6 月 18 日）に向け、6 月 10 日までに被告は反論書を出すことになったが、腹の中

では「ふざけるんじゃねーよ」と叫んでした。被告側反論書に対し、こちらは再反論を次回公判

までにそろえることになっているのだ。むろん被告側の反論書を見てないから、それは空約束で

しかないが……。 

これが「法廷戦術」ってやつかい。法に反していなければ、何やってもいいってか、クソ！ 

 

【あっという間のお開き】 

次回第 3 回目の公判日時と場所の打ち合わせがあり、期日は６月１８日（金）、場所はラウンドテーブ

ル法廷と決まりまったところで、第２回公判はお開きとなりました。「ラウンドテーブル法廷」とは、円

形テーブルを使用した法廷のことです。傍聴は通常通りできます。ラウンドテーブル法廷への案内は書

記官がしてくれるので、同時刻に民事一部書記官室（5 階）集合です。 

 

というわけで、今回も 10 分足らずでおしまい。 

傍聴には 4 名の方に来ていただきました。ありがたいことです。 

4 人とはいえ、傍聴者がいるということはいい意味で緊張感があり、それは裁判官、被告代理人にも伝

わります。それに熱くなっている原告本人に対し、冷静な目で見てくれている人がいれば、あとで的確

なアドバイスをもらえます。今回もそうでした。 

皆さん、次回公判にもぜひ傍聴においでください 

 

 

 

 

 

以下に、原告側の提出した準備書面を張り付けます。幾分長くなってしまいましたが、「東大和市子ど

も・子育て憲章」陳情に対する東大和市議会の不当な扱いについて詳しく書きました。 

ひとことで言ってしまえば、陳情には何の咎もないはずなのに、議会運営委員会の不当・不法な扱い

によって、議運自身の手により葬り去られたという主張です。ぜひ最後までお読みください。 

 

 

 

 

 

 

 

「東大和市子ども・子育て憲章」陳情 第３回公判予定 

東京地裁立川支部 6月 18日（金）13時 30分 場所はラウンドテーブル法廷の予定 

同時刻に民事一部書記官室（5階）集合（傍聴は１３時 15分に 5階待合室に集合） 
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中央公民館館長から「裁判ごっこ」のチラシ

配置を拒否されたのが 2 月 24 日、翌々日の 26

日には市役所文書課で強制不服審査請求書を提

出した。3 月 18 日になって文書課から「審理員

の指名等について」という文書が届き、審理員

が決まったとの通知だった。すでにここまで 3

週間を要している。 

4 月 23 日に文書課から中央公民館長の弁明書

が届く。審査請求してから 8 週目、約 2 カ月か

かっている。これで「国民が簡易迅速かつ公正

な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てを

することができるための制度」（行政不服審査法

第 1 条）といえるのか。 

ここからさらに「反論書」（4 月 28 日に提出）、

審理員による意見書の作成、行政不服審査会へ

の諮問、そして答申を受け審査庁（東大和市長）

が、却下・棄却・容認いずれかの裁決を下す。

その結果が出るのがいつになることか、想像もつかない。 

【行政と市民】 

行政不服審査法では第 16 条で、審査庁となるべき行政庁に標準審査期間を定め、公開するように求め

ているが、残念ながら努力義務でしかない。東大和市でも標準審査期間は定めていない。そもそも、当

該審査請求を申し出た時には行政不服審査を担当する部署がどこであるかはっきりせず、右往左往して

いた感がある。めったに利用されない制度であることもその背景にあるのだろうが、これは市民にも責

任がある。 

もちろん、行政不服審査法自体にも問題があるし、地方自治体でも制度活用が十分なされていない面

がある。しかし、市役所の対応に不満があっても、「まあいいか」で済ませていると、不服審査請求など

利用されなくなるし、市役所の担当者も、市民はその程度のものだと認識するようになる。かくして、

基本的な人権や憲法に定められた権利は空洞化していく。どちらにとっても不幸なことだ。 

【情けない反論書】 

文書課から届いた反論書を見て唖然とした。結論から言えばチラシ配置拒否などなかったことにされ

ている。表現上はこうだ。「24 日（水）の行政処分は存在しないので、（中略）本審査請求は却下すべき

ものです。」つまり中央公民館長は詭弁を弄し、事実を自分の都合の良いように捻じ曲げ、自己保身を図

った結果がこれだと言うしかない。 

以下に「弁明書」と、それに対して提出した「反論書」を掲載しますのでご覧ください。 

 

⑨ 

 東大和市中央公民館長による 

「裁判ごっこ」チラシ配置拒否事件 



⑩ 
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⑮ 



 小室圭さんと秋篠宮眞子さんの結婚問題が、週刊誌・新聞・テレビなどでいつまでも

取りざたされている。特に昼のワイドショーでは、新型コロナか中国・朝鮮脅威論か小

室たたきでもちきりだ。新聞では先日、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」する

という憲法 24 条を引き合いに出し、若い二人が自分たち自身で決めればいいこととい

う常識的論陣をはっていた。 

 個人的にはどーでもいいことなのだが、このことは、基本的には天皇制の問題である

とみている。２人はある意味、天皇制の犠牲者だ。秋篠宮が何を言おうと、たんなる娘

のオヤジであるなら、話はもっと単純だろう。テンノーセイさえなかったら、人はもっ

と幸せになれる。マスコミはけして口にしないが、天皇制はあって百害、一利なしだ。 

 本当にどーでもいいのだが、「眞子さま
、、

」「秋篠宮さま
、、

」（かつては「愛子さま
、、

」「雅子

さま
、、

」）が耳障りなのだ。テレビがそうだから、小さい子供までも「ペケペケさま」と口

走る。毒舌で名をはせたタレントまでもが、「眞子さまは云々」とあたりまえのように言

う。もともと毒にも薬にもならない「毒舌」だから、あきれはしないが、いい加減にし

ろと言いたい。著名人は呼び捨てが通例だから、一度ぐらいは腹をくくって、「眞子」「秋

篠宮」と呼んでみろってんだ！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほーだい 

⑯ 

いーたい 


